
国 地 契 第 ４ ２ 号

平成１５年８月１２日

各地方整備局総務部長 殿

国土交通省大臣官房地方課長

「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の運用基準について」の

一部改正について

「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の運用基準について （平成３年５月１８」

日付け建設省厚発第１７２号）の一部を下記のとおり改正することとしたので、通知す

る。

記

「 」 「 」 、「 」 「 」 。記１中 第５第１項 を 第６第１項 に 第８第１項 を 第９第１項 に改める

記３ハとして次を加える。

「ハ 短期加重措置の対象となり、かつ、第４各号の一に該当することとなった場合

、 。 」には 部局長の判断により短期加重措置を受けた後の短期に加重を行うこと

記６第二号を削り、第三号中「 第５号及び第６号 」を「 第５号から第７号まで 」（ ） （ ）

に 「審判手続開始の決定」を「審判手続開始決定後違反があった旨の審決が出たこと」、

に 「課徴金納付命令がなされたこと」を「課徴金納付命令が出され、審判手続開始請求、

期限までに審判手続開始の請求がなされないこと（事業者が審判手続開始の請求をした

場合は、審判手続開始決定後納付すべき旨の審決が出たこと 」に改め、同号を第二号と）

し、第四号中「たこと」を「、審判手続開始請求期限までに審判手続開始の請求がなさ

れないこと（事業者が審判手続開始の請求をした場合は、審判手続開始決定後納付すべ

き旨の審決が出たこと 」に改め、同号を第三号とし、第四号として次の一号を加え、第）

五号中「 第５号及び第１１号 」を「 第５号及び第１４号 」に改め、第六号を削り、（ ） （ ）

第七号中 第９号及び第１０号 を 第１２号及び第１３号 に とする を と「（ ）」 「（ ）」 、「 。」 「

すること 」に改め、同号を第六号とし、第八号中「 第１１号 」を「 第１４号 」に、。 （ ） （ ）

「するなど」を「、有資格業者の過失による入札手続の大幅な遅延等の」に改め、同号

を第七号とし、記６を記７とする。



「 四 独占禁止法第３条又は第８条第１項第１号に違反した場合（第５号及び第

６号）で、公正取引委員会の排除勧告、課徴金納付命令に対し審判手続が開

始され、審決の結果、独占禁止法違反に該当すると判断された事業者に対し

ては、当該審決に至る経緯、内容等を勘案した上で、部局長の判断により、

第３及び第４並びに別表各号の規定による指名停止期間の範囲内で、審判手

続が開始されなかった場合の指名停止の期間に比し、指名停止の期間を加重

して運用することができるものとすること。 」

記５第一号中「とする 」を「とすること 」に改め、記５を記６とする。。 。

記４中「 第４ 」を「 第５ 」に改め、記４を記５とする。（ ） （ ）

記４として次を加える。

「４ 独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例の運用(第４)

一 第４第一号に該当することとなった場合で、かつ、第４第二号又は第三号に該

当することとなった場合には、部局長の判断により第４第一号に定める期間に加

重を行うこと。

二 第二号及び第三号の「悪質な事由があるとき」とは、当該発注者に対して有資

格業者が不正行為の働きかけを行った場合等をいうものとすること。

三 「他の公共機関の職員 （第三号並びに別表第２第３号、第４号、第７号、第８」

号及び第１０号関係）とは、刑法第７条第１項に定める国又は地方公共団体の職

員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいうものであり、

。 、特別法上公務員とみなされる場合を含むものであること 更に私人ではあっても

その職務が公共性を持つため、特別法でその収賄罪の処罰を規定している場合の

当該私人を含むものであること。

」


